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医療安全管理体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023(令和 5)年 6 月作成 

 2024(令和 6)年 5 月作成 

 

 
 
月に 1回定期的に開催し、安全管理体制の確保および推進の
ために各部門の責任者等と安全管理者により構成し、安全管
理に係る基本方針について審議、決定する。 
 
 

 

 

医療安全管理委員会 

 
 
多職種からなるチームで医療安全に関する、安全確
保のための対策を立案、実施する。 
 

 

組織横断的に安全管理の中枢を担う病院長直属の組織。
医療安全管理者が所属する。 
 

医療安全管理室 

 
 
週 1回定期的に開催し、院内の現場安全や、安全管理に
関連した患者苦情および暴力への対応充実を図ることを
目的とする。 
 
 
 
 

 

医療安全推進部会 

月に 1回定期的に開催し、各部署のセーフティマネージャ
ー、医療安全管理室室長および医療安全管理者により構成
し、安全管理に係る実務的活動を行う。 

セーフティマネジメント委員会 

 

医療安全 
対策チーム 

病院長 

●薬剤管理委員会 
●医療機器安全管理委員会 
●放射線安全管理委員会 
 
 
。 
 

 
 
 
重大事故発生時に、病院長が必要と認めた時に設置
し、委員長および委員はその都度病院長が委託する。 
事実経過を調査し、原因究明を行うとともに改善策を
検討し、結果を病院長に報告する。 

事故調査委員会 

 

●転倒・転落予防チーム 
●病理・画像レポート未読対策チーム 
●CV管理チーム 
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